
第１２回 

（令和６年度） 

通 常 総 会 議 案 

と き  令和６年６月２６日（水） 

    １０時００分～ 

ところ  鳥取市民交流センター ２階 多目的室２・３ 

     （鳥取市役所 本庁舎内） 



一般社団法人 鳥取市緑花協会 

通 常 総 会 日 程 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議事録署名人選出 

４ 決議事項 

議案第１号  令和５年度一般社団法人鳥取市緑花協会事業報告の承認に

ついて 

議案第２号  令和５年度一般社団法人鳥取市緑花協会収支決算の承認に

ついて 

議案第３号  役員の選任について 

５ そ の 他 

６ 閉  会 



（議案第１号） 

令和５年度一般社団法人鳥取市緑花協会事業報告

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

Ⅰ 事業の状況 
（１） 継続事業

① 斡旋事業

事業概要 実績

令和５年

９～１１月

秋植球根、苗木等の斡旋を会

員、学校及び保育園等を対象

として実施

定価の５割を協会が助成

申込団体：７０団体

令和６年

１～３月

春植球根、苗木等の斡旋を会

員、学校及び保育園等を対象

として実施

定価の５割を協会が助成

申込団体：２７団体

② 無償配布

事業概要 実績

令和５年

４月２９日

鳥取市花のまつりに参加

花苗及び球根の無償配布

ペチュニア苗：３００人分

ロベリア苗：３００人分

グラジオラス（２球入）の球根：

２５０人分

協会ＰＲチラシ：８５０枚

令和５年

１１月３日

鳥取市木のまつりに参加

苗木の無償配布

さざんか苗：３００人分

ヤマボウシ苗：３００人分

協会ＰＲチラシ：６００枚
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③ 花だんコンクール

事業概要 実績

令和５年

１０月４日

第４９回花だんコンクール審

査会 

 一般部門

 ナチュラルガーデン部門

 （プランターコンクールも

鳥取市市民運動推進協議会と

共催で実施）

一般部門

参加団体：５団体

ナチュラルガーデン部門

 参加団体：３団体

（プランターコンクール）

参加団体：５団体

令和５年

１１月１５日

第４９回花だんコンクール表

彰式の開催

最優秀賞、優秀賞の各団体に

賞状と記念品を贈呈

※市役所市民交流センターに

て表彰式を開催

一般部門

最優秀賞：１点

あじさい公園愛護会

優秀賞：２点

いわくら夢咲くガーデン

高江むらづくり

ナチュラルガーデン部門

最優秀賞：１点

あじさい公園愛護会

優秀賞：１点

湖山町あけぼのクラブ

（プランターコンクール）

最優秀賞：１点

湖山町自治会環境美化

グループ

優秀賞：２点

大学前町内会

鳥取市商店街振興組合

連合会

④ 鉢花配付

事業概要 実績

令和５年

１２月

会員に鉢花を配付 シクラメン
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⑤ 花づくり講習会

事業概要 実績

令和５年

１０月

花づくり講習会の開催

（他事業と開催時期が重複し

たため中止）

      －

⑥ 出生記念樹のプレゼント

事業概要 実績

年間 子どもの出生に際し、お祝い

の苗木又はプリザーブドフラ

ワーをプレゼントする

 ２７０件

 苗木：１４３件、プリザーブ

ドフラワー：１２７件

Ⅱ 処務の概要 
（１） 役員に関する事項

① 理事

役職名 氏 名 任 期 報酬

会長

（代表理事）
羽場 恭一

令和４年６月２８日～

令和６年６月２６日
無

副会長

（理事）
嶋沢 和幸 同 無

同 土橋 周美 同 無

理事 中山 孝一 同 無

同 松下 稔彦 同 無

同 河村  敏 同 無

同 若山 敬之 同 無

同 星見 喜昭 同 無

同 田中 和夫 同 無

同 真嶋  茂
令和５年６月３０日～

       令和６年６月２６日

無

同 岡  和弘
令和４年６月２８日～

令和６年６月２６日

無
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② 監事

役職名 氏 名 任 期 報酬

監事 石橋  潤
令和５年６月３０日～

令和６年６月２６日
無

同 植田 典男 同 無

（２） 会員に関する事項

会員数
増減数

本年度末 前年度末

１０９ １１３ △４

退会：ユタカ自動車(株) 
   山口電業(株) 
   山陰リネンサプライ(株) 

(有)ハクスイ環境

（３） 役員会等に関する事項

① 理事会

開催日 議事事項 会議の結果

令和５年

６月１５日

～２３日

決議事項

（１）第１１回通常総会の日程及び総会に付議

する議案について

書面決議にて

全会一致で承認

令和６年

３月１９日

～２８日

報告事項

（１）会長、副会長の職務執行状況の報告

（２）今後の事業の予定について

（３）令和５年度会費納入状況について

（４）会員の退会について

決議事項

（１）予算総会の日程及び付議する議案につい

   て

書面決議にて

全会一致で承認
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② 総会

開催日 議事事項 会議の結果

令和５年

６月２３日

～３０日

決議事項

（１）令和４年度事業報告の承認

（２）令和４年度収支決算の承認

（３）役員の選任について

書面決議にて

全会一致で承認

令和６年

３月１５日

決議事項

（１）令和６年度事業計画（案）の承認

（２）令和６年度収支予算（案）の承認

全会一致で承認

③ 監査会

開催日 監査内容

令和５年

６月１４日

～１５日

（１）令和４年度事業報告並びに収支決算について

（４）許可、認可、承認等に関する事項

該当なし

（５）重要な契約に関する事項

該当なし

事業報告の附属明細書 
 その他事業報告の内容を補足する重要な事項はない。
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（議案第２号）

当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金 0 0 0

普通預金 2,687,335 3,068,281 △ 380,946

未収金 40,000 20,000 20,000

流動資産合計 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

２．固定資産

（１）基本財産

基本財産合計 0 0 0

（２）特定資産 0

特定資産合計 0 0 0

（３）その他固定資産 0

その他固定資産合計 0 0 0

固定資産合計 0 0 0

資産合計 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

Ⅱ　負債の部 0

１．流動負債 0

流動負債合計 0 0 0

２．固定負債 0

固定負債合計 0 0 0

負債合計 0 0 0

Ⅲ　正味財産の部 0

１．指定正味財産 0

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 0

正味財産合計 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

負債及び正味財産合計 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

科目

（単位：円）

令和６年３月３１日現在

貸借対照表
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継１(斡旋) 継２(無償配布) 小計

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金 0 0 0 0 0 0

普通預金 0 0 0 0 2,687,335 2,687,335

未収金 0 0 0 0 40,000 40,000

流動資産合計 0 0 0 0 2,727,335 2,727,335

２．固定資産

（１）基本財産

基本財産合計 0 0 0 0 0 0

（２）特定資産

特定資産合計 0 0 0 0 0 0

（３）その他固定資産

その他固定資産合計 0 0 0 0 0 0

固定資産合計 0 0 0 0 0 0

資産合計 0 0 0 0 2,727,335 2,727,335

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

流動負債合計 0 0 0 0 0 0

２．固定負債

固定負債合計 0 0 0 0 0 0

負債合計 0 0 0 0 0 0

Ⅲ　正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0 0 0 0

２．一般正味財産

正味財産合計 0 0 0 0 2,727,335 2,727,335

負債及び正味財産合計 0 0 0 0 2,727,335 2,727,335

貸借対照表内訳表

令和６年３月３１日現在

（単位：円）

科目 法人会計 合計
公益目的事業会計

その他会計
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当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取入会金

受取入会金 0 10,000 △ 10,000

受取会費

受取会費 1,420,000 1,480,000 △ 60,000

事業収益

斡旋事業 469,433 446,225 23,208

花づくり講習会事業 0 0 0

雑収益

受取利息 26 27 △ 1

経常収益計 1,889,459 1,936,252 △ 46,793

（２）経常費用

事業費

斡旋事業費 1,020,425 691,950 328,475

緑化推進事業費 1,067,916 689,833 378,083

花と木の無償配布 494,945 0 494,945

〃（愛護のつどい関連） 0 0 0

広報活動 268,766 358,513 △ 89,747

　花だんコンクール 116,865 168,637 △ 51,772

　花づくり講習会 0 5,000 △ 5,000

　会員配付 151,901 184,876 △ 32,975

出生記念樹 304,205 331,320 △ 27,115

その他業務費 15,730 8,355 7,375

管理費

一般管理費 146,334 148,041 △ 1,707

会議費 55,156 42,401 12,755

事務費 91,178 105,640 △ 14,462

予備費 0 0 0

未収金不納欠損額 0

経常費用計 2,250,405 1,538,179 712,226

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 360,946 398,073 △ 759,019

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 360,946 398,073 △ 759,019

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用 0

0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 360,946 398,073 △ 759,019

一般正味財産期首残高 3,088,281 2,690,208 398,073

一般正味財産期末残高 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 2,727,335 3,088,281 △ 360,946

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

（単位：円）

科目
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継１(斡旋) 継２(無償配布) 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取入会金

受取入会金 0 0 0 0 0 0

受取会費

受取会費 0 0 0 0 1,420,000 1,420,000

事業収益

斡旋事業 469,433 0 469,433 0 0 469,433

花づくり講習会事業 0 0 0 0 0 0

雑収益

受取利息 0 0 0 0 26 26

経常収益計 469,433 0 469,433 0 1,420,026 1,889,459

（２）経常費用

事業費

斡旋事業費 1,020,425 0 1,020,425 0 0 1,020,425

緑化推進事業費 0 494,945 494,945 0 572,971 1,067,916

花と木の無償配布 0 494,945 494,945 0 0 494,945

〃（愛護のつどい関連） 0 0 0 0 0

広報活動 0 0 0 0 268,766 268,766

　花だんコンクール 0 0 0 0 116,865 116,865

　花づくり講習会 0 0 0 0 0 0

　会員配付 0 0 0 0 151,901 151,901

出生記念樹 0 0 0 0 304,205 304,205

その他業務費 0 0 0 0 15,730 15,730

管理費

一般管理費 0 0 0 0 146,334 146,334

会議費 0 0 0 0 55,156 55,156

事務費 0 0 0 0 91,178 91,178

予備費 0 0 0 0 0 0

未収金不納欠損額 0 0 0 0 0 0

経常費用計 1,020,425 494,945 1,515,370 0 735,035 2,250,405

△ 550,992 △ 494,945 △ 1,045,937 0 684,991 △ 360,946

評価損益等計 0 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 550,992 △ 494,945 △ 1,045,937 0 684,991 △ 360,946

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用

0 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 550,992 △ 494,945 △ 1,045,937 0 684,991 △ 360,946

一般正味財産期首残高 0 0 0 0 3,088,281 3,088,281

一般正味財産期末残高 △ 550,992 △ 494,945 △ 1,045,937 0 3,773,272 2,727,335

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 △ 550,992 △ 494,945 △ 1,045,937 0 3,773,272 2,727,335

評価損益等調整前当期経常増減額

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

（単位：円）

科目
公益目的事業会計

法人会計 合計その他会計
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１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法について

該当なし

（２）固定資産の減価償却について

該当なし

（３）引当金の計上基準について

該当なし

（４）資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、借入金及び未払金を含めている。

３．重要な後発事象

該当なし

１．基本財産及び特定資産の明細

該当なし

２．引当金の明細

該当なし

財務諸表に関する注記

附属明細書
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場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金 -

預金 普通預金 運転資金として 2,687,335

鳥取銀行鳥取市役所支店

未収金 斡旋事業 0

会費 40,000

2,727,335

（固定資産）

基本財産

土地 -

特定資産

積立資産 -

　その他の

　固定資産 -

0

2,727,335

（流動負債）

未払金 -

短期借入金 -

　流動負債合計 0

（固定負債）

退職給付引当金 -

　固定負債合計 0

　　　負債合計 0

　　　正味財産 2,727,335

　　　資産合計

財産目録
令和６年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目

　流動資産合計

　固定資産合計
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（単位：円）

予算額 決算額 差　額

450,000 469,433 19,433

450,000 469,433 19,433

予算額 決算額 差　額

800,000 1,020,425 220,425

800,000 1,020,425 220,425

（収入）－（支出）＝（差額）円

469,433 円　－ 1,020,425 円　＝ △ 550,992

※差額は会費収入で補填

　斡旋事業費  花苗、球根等斡旋

　合計

　斡旋事業収入  花苗、球根等斡旋

　合計

科　　　目 備　　考

支出

令和５年度　一般社団法人鳥取市緑花協会収益事業収支（あっせん事業）

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日）

科　　　目 備　　考

収入
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決算額 予算額 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取入会金

受取入会金 0 0 0

受取会費

受取会費 1,420,000 1,450,000 △ 30,000

事業収益

斡旋事業 469,433 450,000 19,433

花づくり講習会事業 0 50,000 △ 50,000

雑収益

受取利息 26 1,000 △ 974

経常収益計 1,889,459 1,951,000 △ 61,541

（２）経常費用

事業費

斡旋事業費 1,020,425 800,000 220,425

緑化推進事業費 1,067,916 2,200,000 △ 1,132,084

花と木の無償配布 494,945 1,000,000 △ 505,055

〃（愛護のつどい関連） 0 0 0

広報活動 268,766 770,000 △ 501,234

　花だんコンクール 116,865 220,000 △ 103,135

　花づくり講習会 0 350,000 △ 350,000

　会員配付 151,901 200,000 △ 48,099

出生記念樹 304,205 430,000 △ 125,795

その他業務費 15,730 20,000 △ 4,270

管理費

一般管理費 146,334 170,000 △ 23,666

会議費 55,156 50,000 5,156

事務費 91,178 120,000 △ 28,822

予備費 0 1,000 △ 1,000

未収金不納欠損額 0 0 0

経常費用計 2,250,405 3,191,000 △ 940,595

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 360,946 △ 1,240,000 879,054

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 360,946 △ 1,240,000 879,054

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用 0

0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 360,946 △ 1,240,000 879,054

一般正味財産期首残高 3,088,281 3,088,281 0

一般正味財産期末残高 2,727,335 1,848,281 879,054

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 2,727,335 1,848,281 879,054

収支決算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

（単位：円）

科目

参 考

13



14



（議案第３号）

一般社団法人鳥取市緑花協会役員選任について 

  定款第１９条の規定により、つぎのとおり選任されたい。 

 令和６年６月２６日提出 

一般社団法人鳥取市緑花協会 

 会 長  羽場 恭一 

   理  事              １０人以上２０人以内 

   監  事                     ２人 
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一 般 社 団 法 人 鳥 取 市 緑 花 協 会 役 員 名 簿  

                                          R5.6.7～  

役  員  氏   名  住    所  団  体  名  役  職  電  話  

  理  事  

 会  長  

羽場  恭一   鳥取市幸町 71  鳥  取  市  副  市  長  

理  事  

 副会長  

嶋沢  和幸    〃  湖山町西一丁目  

        328-2 

 鳥取県東部森林組合 代表理事組合長  28-5751 

理  事  

 副会長  

土橋  周美    〃  富安二丁目 104-1  鳥取市自治連合会 会   長   20-0100 

  理 事 中山  孝一    〃  本町三丁目 201  鳥取商工会議所 専    務   26-6666 

  〃  松下  稔彦    〃  的場二丁目 1  社会福祉法人 鳥取福祉会  理  事  長   51-7272 

  〃  河村   敏    〃  末広温泉町 160 
一般社団法人 

鳥取市観光コンベンション協会
専務理事  26-0756 

  〃  若山  敬之    〃  幸町 71  （株）鳥取銀行 
鳥取市役所 

支店長 
 24-2412 

  〃  星見  喜昭    〃  秋里 1031-2  (公財) 鳥取市環境事業公社 理  事  長   22-8585 

  〃  田中  和夫    〃  永楽温泉町 214 (一社)鳥取県造園建設業協会東部支部 支  部  長   24-5416 

  〃  真嶋   茂    〃  今町 2丁目 211 鳥 取 市 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会 代表理事  26-3330 

  〃  岡   和弘    〃  幸町 71  鳥  取  市  
鳥取市  

都市整備部長 
 30-8342 

  監  事  石 橋  潤    〃  栄町 402  ( 株 ) 山 陰 合 同 銀 行
執行役員 

鳥取営業部長 
 39-5000 

  〃  植田  典男    〃 湖山町東五丁目261  鳥取いなば農業協同組合 代表理事専務  32-1100 
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一 般 社 団 法 人 鳥 取 市 緑 花 協 会 役 員 名 簿 （ 案 ）  

                                          R6.6.26～  

役  員  氏   名  住    所  団  体  名  役  職  電  話  

  理 事 羽場  恭一   鳥取市幸町 71  鳥  取  市  副  市  長  

  〃  嶋沢  和幸    〃  湖山町西一丁目  

        328-2 

 鳥取県東部森林組合 代表理事組合長  28-5751 

  〃  土橋  周美    〃  富安二丁目 104-1  鳥取市自治連合会 会   長   20-0100 

  〃  中山  孝一    〃  本町三丁目 201  鳥取商工会議所 専    務   26-6666 

  〃  松下  稔彦    〃  的場二丁目 1  社会福祉法人 鳥取福祉会  理  事  長   51-7272 

  〃  橋本  浩之    〃  末広温泉町 160 
一般社団法人 

鳥取市観光コンベンション協会
専務理事  26-0756 

  〃  谷口  明洋    〃  幸町 71  （株）鳥取銀行 
鳥取市役所 

支店長 
 24-2412 

  〃  星見  喜昭    〃  秋里 1031-2  (公財) 鳥取市環境事業公社 理  事  長   22-8585 

  〃  大塚  清隆    〃  永楽温泉町 214 (一社)鳥取県造園建設業協会東部支部 支  部  長   24-5416 

  〃  真嶋   茂    〃  今町 2丁目 211 鳥 取 市 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会 代表理事  26-3330 

  〃  山根  陽一    〃  幸町 71  鳥  取  市  
鳥取市  

都市整備部長 
 30-8342 

  監  事  石 橋  潤    〃  栄町 402  ( 株 ) 山 陰 合 同 銀 行
執行役員 

鳥取営業部長 
 39-5000 

  〃  植田  典男    〃 湖山町東五丁目261  鳥取いなば農業協同組合 代表理事専務  32-1100 
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一般社団法人 鳥取市緑花協会定款

第１章 総則 

（ 名称）

第１条 この法人は、一般社団法人鳥取市緑花協会と称する。

（ 事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を鳥取市に置く 。

第２章 目的及び事業

（ 目的）

第３条 この法人は、市民の緑化意識の高揚を図るとともに、花とみどりのあふれる明るく

うるおいのある都市環境を創造し、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

（ 事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（ １）  緑化意識の高揚を図るための研修会、講演会、広報等に関する事業

（ ２）  都市の環境緑化のための講習会及び巡回技術指導に関する事業

（ ３）  樹木及び草花の育成に関する事業

（ ４）  樹木、花の種苗及び球根の配布及びあっせんに関する事業

（ ５）  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第３章 会員 

（ 会員）

第５条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は法人その他の団体であって、次条

の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

２ 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（ 以下「 法人法」 とい

う。） 上の社員とする。

 （ 会員の資格の取得）

第６条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書に総会において別に定める入会金

を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
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（ 会費）

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎

年、会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（ 退会）

第８条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出ることにより、任意にいつでも退

会することができる。

（ 除名）

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除

名することができる。

（ １）  この定款その他の規則に違反したとき。

（ ２）  この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。

（ ３）  その他除名すべき正当な事由があるとき。

 （ 会員の資格喪失）

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資

格を喪失する。

 （ １）  第７条の支払義務を３年以上履行しなかったとき。

 （ ２）  総会員が同意したとき。

 （ ３）  当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章 総会 

（ 構成)

第１１条 総会は、すべての会員をもって構成する。

２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

（ 権限) 

第１２条 総会は、次の事項について決議する。

 （ １）  会員の除名

 （ ２）  理事及び監事の選任又は解任

 （ ３）  事業計画及び収支予算の承認

 （ ４）  貸借対照表及び損益計算書（ 正味財産増減計算書） の承認

 （ ５）  定款の変更

 （ ６）  解散及び残余財産の処分
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 （ ７）  その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（ 開催）

第１３条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、臨時

総会として必要がある場合に開催する。

（ 招集）

第１４条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集

する。

（ 議長）

第１５条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき、又は会長に事故がある

ときは、当該総会において理事の中から議長を選出する。

（ 議決権）

第１６条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。

 （ 決議）

第１７条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会

員の議決権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行う。

 （ １）  会員の除名

 （ ２）  監事の解任

 （ ３）  定款の変更

 （ ４）  解散

 （ ５）  その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１９条第１項に定める定数を上

回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま

での者を選任することとする。

４ 総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、

代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前３項の規定の

適用については総会に出席したものとみなす。

（ 議事録）

第１８条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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２ 議長及び出席した会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人２

人以上が、前項の議事録に記名押印する。

第５章 役員

（ 役員の設置）

第１９条 この法人に、次の役員を置く 。

（ １）  理事 １０名以上２０名以内

（ ２）  監事 ２名以内

２ 理事のうち１名を会長とする。

３ 会長以外の理事のうち２名を副会長とする。

４ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

５ 第２項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第３項の副会長をもって法人法第９１

条第１項第２号に規定する業務執行理事とする。

（ 役員の選任）

第２０条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（ 理事の職務及び権限）

第２１条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

３ 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

（ 監事の職務及び権限）

第２２条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。

（ 役員の任期）

第２３条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時総会の終結の時までとする。
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２ 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会

の終結の時までとする。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

４ 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第１９条第１項に定める定

数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（ 役員の解任）

第２４条 理事及び監事は、次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって解

任することができる。

(１ )心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(２ )職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。

（ 役員の報酬等）

第２５条 理事及び監事は、無報酬とする。

第６章 理事会

（ 構成）

第２６条 この法人に理事会を置く 。

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（ 権限）

第２７条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長の選定及び解職

（ 招集）

第２８条 理事会は、会長が招集する。

２ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

（ 議長）

第２９条 理事会の議長は、会長とする。

２ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

（ 決議）

第３０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
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が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提

案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（ 議事録）

第３１条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 議長及び出席した監事が、前項の議事録に記名押印する。

第７章 資産及び会計

（ 事業年度）

第３２条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（ 事業計画及び収支予算）

第３３条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま

でに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変

更する場合も、同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも

のとする。

（ 事業報告及び決算）

第３４条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を

作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書（ 正味財産増減計算書）

(5) 貸借対照表及び損益計算書（ 正味財産増減計算書） の附属明細書

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類については、定時総

会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第４８条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時総会への報告に

代えて、定時総会の承認を受けなければならない。

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び会

員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
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第８章 定款の変更及び解散

（ 定款の変更）

第３５条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

（ 解散）

第３６条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第９章 公告の方法

 （ 公告の方法）

第３８条 この法人の公告は、電子公告により行う。

  附 則

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１

項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日

から施行する。

２ この法人の最初の会長は深澤義彦、副会長は池原範雄、初田勲とする。

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読

み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人

の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が４月１日である場合を除き、第

３２条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度（ 以下「 旧

事業年度」という。）の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日と

する。
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1口：10,000円 R5.12.1現在（50音順）

口数 住　　所

1 アイコンヤマト　株式会社 1 国府町分上三丁目313

2 株式会社　愛進堂 1 商栄町221-1

3 アサヒコンサルタント　株式会社 1 千代水四丁目28

4 株式会社　アサヒメッキ 1 南栄町１

5 因幡環境整備　株式会社 1 用瀬町美成323-1

6 株式会社　岩田兼商店 1 本町二丁目221

7 株式会社エヌケーシー 1 戎町471

8 えびす本郷　株式会社 1 商栄町203-24

9 株式会社　遠藤農園 1 八頭郡八頭町安井宿1093

10 大鳥機工　株式会社 1 南栄町19

11 オリイ精機　株式会社 1 若葉台南七丁目4-3

12 株式会社　懸樋工務店 1 桂見573

13 株式会社　桂設計事務所 1 立川町二丁目325

14 有限会社　亀井堂 1 徳尾122

15 株式会社　小池塗料店 1 安長449-5

16 株式会社　興洋工務店 1 岩吉130-3

17 公立大学法人　公立鳥取環境大学 1 若葉台北一丁目1番1号

18 こくみん共済ＣＯＯＰ鳥取推進本部 1 扇町14

19 株式会社  コクヨMVP 1 湖山町南二丁目201

20 株式会社　KODANIきっぺい 1 徳尾399-2

21 株式会社　山陰合同銀行　鳥取営業部 3 栄町402

22 三協建機　株式会社 1 南栄町９

23 株式会社　三協商会 1 南吉方一丁目47

24 株式会社　サンマート 1 湖山町東二丁目133

25 サンユー技研工業　株式会社 1 商栄町409－13

26 三洋重機　株式会社 1 湖山町東二丁目237

27 三和商事　株式会社 1 千代水一丁目22-2

28 サンワールド株式会社 1 古海23

29 株式会社　島根銀行　鳥取支店 1 興南町1-2

30 白木屋種苗　株式会社 3 瓦町516

一般社団法人　鳥取市緑花協会会員名簿

氏名又は名称
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31 綜合印刷出版　株式会社 1 西町一丁目215

32 株式会社　相互物産 1 千代水四丁目99

33 株式会社　ソルコム　鳥取支店 1 岩吉166-2

34 株式会社　大幸電設　鳥取営業所 1 西町４丁目105

35 株式会社　大真空　鳥取事業所 1 若葉台南七丁目3-21

36 大宝工業　株式会社　関西カンパニー鳥取工場 1 高住158

37 有限会社　大文字広告社 1 南町436

38 大和建設　株式会社 1 天神町5-2

39 株式会社　田中造園土木 1 国府町宮下1130

40 株式会社　谷尾樹楽園 3 杉崎470-1

41 株式会社　玉川 3 南隈408

42 玉川慶洙商店　株式会社 1 古海365-5

43 中国衛材　株式会社　鳥取営業所 1 叶314-17

44 中国労働金庫　鳥取支店 1 天神町30-5

45 株式会社　東光園 1 数津214-2

46
学校法人東部学園 認定こども園
　さくら幼稚園 さくら保育園

1 桜谷347

47 東洋交通施設　株式会社 1 安長78-7

48 鳥取旭工業　株式会社 1 雲山360-1

49 鳥取いなば農業協同組合 1 湖山町東五丁目261

50 一般財団法人　鳥取開発公社 3 西町二丁目311

51 鳥取瓦斯　株式会社 1 五反田町６

52 鳥取協同青果　株式会社 1 南安長二丁目697

53 株式会社　鳥取銀行 7 永楽温泉町171

54 鳥取空港ビル　株式会社 1 湖山町西四丁目110-5

55 鳥取県漁業協同組合 1 賀露町西四丁目1806

56 一般社団法人　鳥取県造園建設業協会　東部支部 1 永楽温泉町214　JA会館別館1F

57 一般社団法人　鳥取県東部建設業協会 1 南隈908

58 鳥取県東部森林組合 1 湖山町西一丁目328-2

59 鳥取県農業協同組合中央会 1 末広温泉町723

60 公益財団法人　鳥取県保健事業団 1 富安二丁目94-4
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61 公益財団法人　鳥取市環境事業公社 1 秋里1031-2

62 一般社団法人　鳥取市観光コンベンション協会 1
末広温泉町160
　日交本通りビル

63 鳥取市議会 1 幸町71

64 公益財団法人　鳥取市公園・スポーツ施設協会 1 吉成三丁目1番5号

65 鳥取市自治連合会 1 富安二丁目104-1

66 社会福祉法人　鳥取市社会福祉協議会 1 富安二丁目104-2

67 鳥取市役所 10 幸町71

68 鳥取商工会議所 1 本町三丁目201

69 鳥取市商店街振興組合連合会 1 今町二丁目211

70 公益社団法人　鳥取市シルバー人材センター 1 富安二丁目104-1

71 鳥取信用金庫 4 栄町645

72 鳥取中央青果　株式会社 1 南安長二丁目697

73 株式会社　鳥取テレトピア 1 安長221番地

74 鳥取日産自動車販売　株式会社　鳥取営業所 1 桜谷232

75 株式会社　鳥取花市場 1 南安長二丁目697

76 社会福祉法人　鳥取福祉会 1 的場二丁目1

77 株式会社　鳥取メカシステム 1 若葉台南七丁目1-31

78 鳥取ヤクルト販売　株式会社 1 千代水三丁目48

79 株式会社　戸信 1 緑ケ丘二丁目667-14

80 株式会社　トリベイ 1 吉方温泉三丁目106

81 株式会社　中井脩 1 栄町623

82 株式会社　ナショナル会館 1 永楽温泉町159

83 株式会社　ニシオ 1 戎町410

84 西尾印刷所 1 二階町１丁目114

85 日段　株式会社 1 古海531

86 株式会社　日本海自動車学校 1 湖山町東四丁目55

87 日本海テレビジョン放送　株式会社 1 田園町四丁目360

88 日本交通　株式会社 1 雲山219

89 株式会社　庭久松 3 高住112-2

90 株式会社　人形のはなふさ 1 湖山町東三丁目１
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91 株式会社　白兎設計事務所 1 西町二丁目123

92 パナソニック アソシエイツ鳥取(株) 1 晩稲308

93 株式会社　原田建設 1 数津62-2

94 日ノ丸印刷　株式会社 1 寿町915

95 日ノ丸産業　株式会社 1 富安二丁目11

96 日ノ丸自動車　株式会社 1 古海620

97 株式会社　ファイナール 1 上味野15

98 株式会社　藤原組 1 千代水一丁目17

99 フラワー＆ベーカリーＨａＲｕ 1
富安二丁目151-1
　第3ガーデンハイツ101

100 松永商事　有限会社 1 瓦町313-1

101 マルサンアイ鳥取　株式会社 1 河原町西円通寺81-1

102 株式会社　丸由 2 今町二丁目151

103 水野商事　株式会社 1 吉方町二丁目451

104 美津吉商事　株式会社　鳥取支店　 1 千代水二丁目87

105 やまこう建設　株式会社 1 南隈255

106 山根金属　株式会社 1 二階町一丁目208-2

107 株式会社　斧谷晴壱商店 1 緑ケ丘一丁目10-17

108 (株)ＬＩＭＮＯ 1 立川町七丁目101

109 株式会社　渡辺造園 3 吉成南町一丁目25-29
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